
2025年の海運規制の展望を描く

環境保護と持続可能な海運事業への継続的な重点化を反映し、本年は排出規制や燃料効率から船舶リサイク
ル、安全基準に至るまで、様々な分野において重要な規制が実施されます。これらの変更は、より環境に責任
を持った持続可能な未来に向けた業界の継続的な進化を浮き彫りにしています。

公開日 28 January 2025
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2025年に発効する主要な国内外の規制とその改正について確認していきます。メンバーおよ
びお客様には、発効前に乗組員および陸上スタッフがこれらの規制に精通するようにしてい
ただくことをお勧めします。環境規制は年々厳格化する世界的な傾向にあると考えられるた
め、これらの動向を継続的に調査していく必要があります。

2025年1月1日

MSĀāĂăĄąĆćĈĉ  ：IMSBCコード改正（07-23）

これらの改正は当Ċ202ċ年ČčČ日から任意でĎ用されていましたが、2025年ČčČ日にďĐ
化されました。主な変更点はđĒの通りです。ē

Ĕ ĕĖė式の更ĘēĕĖė式が改ęされ、Ěě人はĜかさĝĞğ情報を提供することが必要
になりました。
Ĕ ĠġĢ（Ġ）スģジĤールēĥĦħĨĩ（ĠġĢ）がĪルーīA、Ĭ、およびMĭĬąMaĮįrİaı 
ĭaĲardĳuĴ ĳnıy İn ĬuıĵĶ バルクķĸでĹěされるĺに化Ļ的ļĽを持つľ質ĉに分類されま
した。Ŀķ化リスクにŀえて、ĠġĢŁľは他のĠġĢ種とł様のļĽ性をŃしています。ńえ
Ņ、ņŇ発ň、ŉŊŋŌ発リスク、可燃性ōŎガスの発生、Łľŏ内のŐŎőŒなどです。

これらのœŃのリスクを考Ŕし、ĠġĢŁľのŕりŖいとĹěをŗŘするř格を持つŁľŚś
者を任ŜすることをŝくŞşします。

MSĀāĆŠĀİršāĆŢŢĂ  ：船員のSTCW電子証明書

SţĀŤに従ってťŦŧの情報が主ŨũにŪ利用可能ūであることをŬŭに、Ůů的な船員証明
ėの発行がŰ可されます。この変更は海事ű業のデジタル化のŕり組みを反映し、従来のŲ
ųースの証明ėに代わるŴŵŶを提供します。寄ŷ国によるŗŘŸ査での確認は、アīリ
ģーŹźン、Ż認された保żデータ、Ż認された一意のŽžſƀ、Ż認された船員ƁƂſ
ƀ、ƃġコード、これらのƄ目の組みƅわせ、またはこの目的にĎ切であり主Ũũによって
Ż認されたその他のƆƇによりŕƈすることができます。一意のŽžſƀおよび確認に関連
するその他のデータは、Ɖに容Ɗに利用可能である必要があります。

MƋƌĀāăƍĆąƍćĉ  および MEPC.382(80)  ：MARPOL附属書IおよびVの特別区域

https://www.irclass.org/media/6935/539-107.pdf
https://puc.overheid.nl/nsi/doc/PUC_746307_14/1/
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.381(80).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.382(80).pdf


2025年ČčČ日より、Ǝ海およびアデンƏƐƂƑƒ内でのƓおよびƓ性Ɣƅľの排出、なら
びにƎ海ƐƂƑƒ内でのƕƖの排出に関して、船舶にĘたな制ŧがĎ用されます。ƗƘėĢお
よびƙのƚƆについて、Ǝ海ƐƂƑƒはスƛƜƏおよびアƝバƏを含むƎ海本ƞとしてƟď
され、ƠはġaĴ Ĵİ Anį（ĆơƢơƍƣāĂ Ƥ、ćƥăƢĆĄƣāŢ Ƌ）とĭuĴn Murad（ĆơƢƥćƣāƥ Ƥ、ćƥăƢăćƣāơ Ƌ）
をƦƧƨƩƪにより境界がƟめられています。ƗƘėĢについて、アデンƏƐƂƑƒは、ġaĴ 
aı ĭadd（ơơƢăćƣ Ƥ、ćĂĄƢƥƍƣ Ƌ）とġaĴ aı ƫaĴĮįƬ（ơĂƢćƥƣ Ƥ、ćŢĆƢơĂƣ Ƌ）をƦƧƨƩƪのƭ
ƮにƯưする海ƒとしてƟďされています。

MSĀāĆŠĀİršāĆĂĈơŠġįƱāơ  ：アクセス手段の検査および保守に関する改正統一解釈

ĢMƲは、SƲƳAS ĢĢƴĆŠăƴŢおよびその関連Śś規Ƶ（MSĀāĆĂƍąĈƍĉ ）のƶ一ƷƸを提供する改
正サーƹĤラーMSĀāČŠĀİršāČ5ƺ2ŠġįƱā2をƻŵしました。このサーƹĤラーは、2005年ČčČ
日đƼにƽƾされたƿトンǀ500トンđ上のタンƝーおよびƿトンǀ20ǁ000トンđ上のŅら
ǂみŁľ船（SƲƳAS ĢǃŠĆでƟď）に対するアクǄスǅǆの要ŭをŖっています。さらに、改
正サーƹĤラーはこれらのアクǄスǅǆのŸ査Ǉǈと関連する記ǉ保持要ŭに関する規Ɵを
更Ęしています。ǊŃ者およびŨ理者は、Ĝ船ƞ構ǋアクǄスǌǍĤアルğの更Ęが必要か
どうかを確認することがŞşされます。

MƋƌĀāăơƥąĈĂĉ  ：エネルギー効率設計指標（EEDI）フェーズ3

ƋƋĠĢフǎーƜăは当ĊơćơĂ年に発効ǏƟでしたが、ƐƟの船舶タイīについてはơćơơ年ƥčĆ
日に前ǐしされました。Ǒりのƿトンǀċ00トンđ上の船舶は2025年ČčČ日からƋƋĠĢフǎー
ƜǒへのĎƅがǓめられます。

ĢMĠGコード改正ƥơƴơƥ 

SƲƳASにŀǔするǕǖ国は、ơćơĂ年ĆčĆ日から改正ƥơƴơƥを全Ǘまたは一Ǘをņ主的に実施
することができます。このņ主的実施は、202ǘ年ČčČ日のďĐ化にǙǚつものです。この更
Ęには、Ǜǜに関する改ę要ŭが含まれ、ŉŊ事ǝǞǟとǠĕĖǞǟのためのĘしいƐƂ規
Ɵと改正された文ėが含まれています。また、ŁľĹěǡǍットにŕりǢけられるデータǣ
ガー、Ǆンサー、トラッƝーに関するĘたな要ŭもǤǥされています。さらに、クラスǦに
はǧトリǨǩイǪンŮǫおよびリǬǨǩŠǧトリǨǩŮǫǭ動ǮƚがŽŀされ、リǬǨǩイ
ǪンŮǫǭ動Ǯƚ用にǯƤ ǒ55ǘがǤǥされました。

https://www.skanregistry.com/uploads/download-directory/pdf/363/document.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/Air%20pollution/MEPC.324%2875%29.pdf
https://www.register-iri.com/wp-content/uploads/MSC.556108.pdf


FuelEU Maritime 規Ƶ

2025年ČčČ日に発効するƫuįıƋǯ MarİĮİǰį規Ƶは、Ƌǯ ƋţSをǱ完し、船舶燃料のǆǲ的な
ǳǜŎ化をďĐǢけます。この規制は、ƋǯのǴǵ目ǶにǷǸするため、ǹŐ化ǜŎ、メタ
ン、一Ő化ǹǺŎを含む燃料ライフサイクル全ƞ（ǻįııƴĮĳƴǻaĵį）でのǼǽ効Ǿガス排出ǿ
Ȁを目ȁしています。ƐƟの船舶に対してȂȃȄのȅǣƛƖッŹźン運ƨをďĐǢけ、Ȇȇ
な燃料Ŵŵとņ主的なīーリンĪメƝǍƜǩによるコンīライアンスを認めることでイȈ
ųーŹźンをȉ進します。規制の対ȊはđĒの通りです。ē

Ĕ ƋǯŠƋƋAŷに寄ŷするƿトンǀĂǁćććトンđ上の船舶（ƋǯŠȋƋǯのȌ国を問わず）
Ĕ ƋǯŠƋƋAƒ内ƨ海（ƒ内）のȍ用ƛȎルȏーのĆććȐƋǯ
Ĕ ŷへのŠからのƨ海（ƒ外ƋǯŠƋƋA）のȍ用ƛȎルȏーの50Ȑ
Ĕ ƋǯŠƋƋAŷȂȃȄのȍ用ƛȎルȏーのĆććȐ

2025年から、海運会社はƋMSAが運ȑ、Ȓび、ȓ持するţĭƋţĢS Mġƙを通じて排出Ȕを報Ė
することになり、ȕ業向けのȖンストッīŹźッīとしてȗ能します。2025年からはƋǯ 
ƋţS規制がơćơƥ年のƥćȐからĈćȐの排出Ȕを対Ȋとすることになることも注目にȘします。
ƫuįıƋǯ MarİĮİǰįに関するșȚț員会Ȝ成のƫAƃは こȝら  でアクǄス可能です。

この規制に関する関連Gard記事ē

Ĕ ƫuįıƋǯ MarİĮİǰįが船舶ȞȟȠǖにもたらすȡȢ 
Ĕ ƫuįıƋǯ MarİĮİǰįēĬĢMĀƲのĘŬƄとそのȡȢ 
Ĕ ƫuįıƋǯ MarİĮİǰįへの対ȣ準Ȥ 

ƝリフȥルǍアŷ（Ȧ国）の規制 

2025年ČčČ日より、ƝリフȥルǍアのȂȃȄ規制（AĬġ）は、ƐƟの船舶に対し、ŷ内での
排出ǿȀのためにĀAġĬ（ƝルフȥルǍアȧǴř源Ȩ）Ż認排出制ȩȪȫ（ĀAƋĀS）のȍ用
をďĐǢけています。この規制は、ǣサンȅルスŷとǣンĪビーǬŷのタンƝー、およびƝ
リフȥルǍアȚ内全ŷのġĳƴġĳ船にĎ用されます。規制対Ȋの排出ľは、ǺŎŐ化ľ
（ƤƲȬ）、ȭůķľ質ơāĂ（ƌM 2ā5）、反ȣ性Ńȗガス（ġƲG）です。主な規制対Ȋ者は、
船舶運ƨ者、ターƖǧル運ȑ者、ƝリフȥルǍアŷƏ、およびĀAƋĀS運ȑ者です。

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/maritime/decarbonising-maritime-transport-fueleu-maritime/questions-and-answers-regulation-eu-20231805-use-renewable-and-low-carbon-fuels-maritime-transport_en
https://gard.no/ja/insights/fueleu-the-impact-on-vessel-purchase-contracts/
https://gard.no/ja/insights/fueleu-bimcos-new-clause-and-its-implications/
https://gard.no/ja/insights/getting-ready-for-fueleu-maritime/
https://gard.no/ja/insights/getting-ready-for-fueleu-maritime/


2025年2月1日

MƋƌĀāăŢĄąƍćĉ ē  新記録保持・報告要件

2025年2čČ日より、サーƹĤラーĬŤMā2ŠĀİršā80およびȮȯMƋƌĀāǒǘǦą80ĉにȰȱされた改
正により、バラストō記ǉȲ（ĬŤġĬ）の記ǥǅȳがǶ準化されます。これには更Ęされた
報Ė様式と、ȴȵなōƒŬŭĒでのȜ業の記ǉに関するガイドラインが含まれます。Ż認さ
れたĬŤM（バラストō規ƵŨ理Ŭǖ）ȶȷを持つ船舶は、様々なバラストōȜ業に対する
Ƅ目Ƃ記ǉ要ŭとȸに、コードAからĭを実施しなけれŅなりません。

2025年5月1日

MƋƌĀāăŢĆąĈĄĉ ē  地中海 - SOxに関する新排出規制区域

2025年5čČ日より、ȹȄ海はMAġƌƲƳƗƘėƙĢ規ƵČċに基ȺくȻȼŐ化ľ（SƲȬ）の排出規
制Ƒƒ（ƋĀA）となります。これは、łȽのSƲȬ排出レųルを確保する排ガスȾ化Źスȿǩ
（ƋGĀS）をȍ用しないŧり、ȹȄ海ƒで運ƨするĺにȍ用する燃料のȻȼ分をćāĆćȐđĒ
にしなけれŅならないことを意ɀします。

2025年6月26日

2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再生利用のための香港国際条約

Ŭǖは、リųリアとバンĪラデŹĤがŀǔし発効要ŭがɁたされてから2年ɂの2025年ǘč
2ǘ日にťɃ的に発効することがȮƟしました。500ƿトンđ上のすべての船舶に対し、船上
のŃ害ľ質のȔとɄǊをƐƟするŃ害ľ質一ɅɆのȜ成とȓ持が必要となります。Gardの
ĜɇŷŬǖ ƴ ŹッīリサイクルのɈɉ点となるかɊğは こȝら  でアクǄス可能です。

ĢMƲはまた、ɇŷŬǖとバーȅルŬǖの実施に関するガイɋンスを発行しました。ŀǔ国に
対するȁɌはđĒの通りです。ē

https://www.register-iri.com/wp-content/uploads/MEPC.36980.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/annex/resolution%20MEPC%20361(79).pdf
https://gard.no/ja/insights/the-hong-kong-convention-will-it-be-a-game-changer/


Ĕ ɇŷŬǖのǕǖ国でバーȅルŬǖのȋǕǖ国ēɇŷŬǖの要ŭをĎ用
Ĕ バーȅルŬǖのǕǖ国でɇŷŬǖのȋǕǖ国ēバーȅルŬǖの要ŭをĎ用（ɍǟ改正にł
意しているɄƅはそれを含む）
Ĕ ɇŷŬǖとバーȅルŬǖのƚƆのǕǖ国ē船舶リサイクルのɎ境ɏ動に関してはɇŷŬǖ
をĎ用。ただし、バーȅルŬǖの規Ɵがこれらのɏ動をɐɑるべきではない（ɍǟ改正にł
意しているɄƅでも）

このɒɓに関するĬĢMĀƲのŃ用な記事は こȝら  でアクǄス可能です。ɔらはĜ ĢMƲのɕƟ
ガイɋンスは、ł一の船舶に対してɖɗする要ŭがɘされる原əとなるɚなる規制のパッǬ
Ȗークという事実をƷȮするものではない 。ğとƦɛǢけています。

2025年7月1日

フɜンランドによるɝō排出ɍǟ 

フɜンランドはɞ海内での船舶からのあらɟるɝō排出を完全にɍǟします。このɍǟɠư
は全てのŁľ船にĎ用され、ĪレーǨȥーターおよびɡラックǨȥーターを含むあらɟるɝ
ōのバルト海への排出をɍǟします。これは海ɢ環境の生ĸɣ保護をŝ化するための重要な
一ɤです。なお、フɜンランドのɞ海内でのスクラバーɥȾōの排出ɍǟは2025年ČčČ日に
発効しています。

2025年8月1日

MƋƌĀāăƍĂąƍĆĉ ē  MARPOL附属書VI

https://www.bimco.org/news-insights/bimco-news/2024/20241128-provisional-guidance-on-implementation-of-hkc/
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/annex/resolution%20MEPC%20361(79).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/annex/MEPC%2081/Annex%203.pdf


MAġƌƲƳƗƘėƙĢの改正により、ガス燃料のƟďが明確化され、船上でのサンīリンĪ要ŭ
がɦɧされました。バンƝー供ɨ証明ė（ĬĠƤ）には、ガスŠŦɩŉ点燃料に関する情報を
含める必要があります。ɪǴȗ関からデɜーȅルȗ関へのɫɉはɬɭ、主要な改ǋとして分
類され、ƤƲȬ排出基準へのĎƅが必要となります。ţİįr ĢĢĢƛンジンが実ɬ不可能なɄƅ、Ȍ
国がĢMƲに報ĖすることをŬŭにţİįr ĢĢƛンジンをȍ用することができます。ĢMƲはɬɭ、ȗ
ĝ保持とȕ業のł意をŬŭに、ɮɯȗ関と燃料ɰ費データをȸŃすることができます。この
データȸŃのŝ化により、燃料ɰ費とƨ海データのよりɱ細な分ɲが可能になります。ƿト
ンǀ5ǁ000トンđ上の船舶は、これらのĘしいデータɳɴ要ŭに対ȣするためにSƋƋMƌ ƌarĮ 
ĢĢの更Ęが必要となる可能性があります。

2025年10月1日

MEPC.383(81) ：バラスト水管理条約における電子記録簿の使用について

改正により、Ůůバラストō記ǉȲ（įĬŤġĬ）のȍ用に関するđĒのĘ要ŭがǤǥされま
す。ē

ĢMƲ性能基準へのĎƅēįĬŤġĬは、ĢMƲ性能基準にĎƅしていることのŻ認をɵける必要が
あります（バラストōŨ理Ŭǖに基ȺくŮů記ǉȲのȍ用に関するガイドライン、ĢMƲȮȯ
MƋƌĀāăĈơąƍćĉを参ɶ）。

Ĕ 船舶œŃのɷ言ē船舶は、ɸɹされたįĬŤġĬがĢMƲガイドラインをɁたしていることを確
認するɷ言ėを船上に保持しなけれŅなりません。
Ĕ 船舶œŃのŻ認ēįĬŤġĬをȍ用する船舶は、Ȍ国主ŨũまたはȌ国により認められたȗ関
による船舶œŃのŻ認が必要です。

本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を払っていますが、Gard は本情

報に依拠することによって生じるいかなる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。本記事の内容は専門的助言を構成するものではなく、当
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訳されております。翻訳の正確性については十分な注意をしておりますが、翻訳された和文は参考上のものであり、すべての点において原文である英文の完

全な翻訳であることを証するものではありません。したがって、ガードジャパン株式会社は、原文との内容の不一致については、一切責任を負いません。翻

訳文についてご不明な点などありましたらガードジャパン株式会社までご連絡ください。


